○奈半利町生ごみ処理器具購入事業費補助金交付要綱
平成14年３月25日訓令第３号
改正
平成16年３月22日訓令第１号
奈半利町生ごみ処理器具購入事業費補助金交付要綱
（目的）
第１条　この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成２年奈半利町条例第３号）に基づき、町民の生活環境保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、ごみの減量化を推進することを目的とする。
（補助金交付対象事業者等）
第２条　奈半利町生ごみ処理器具購入事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付の対象となる事業は、家庭用の電動生ごみ処理機及びコンポスト容器購入事業であり、町長が認めたものとする。
２　補助金の交付を受けることができる者（以下「補助金交付対象者」という。）は、奈半利町に住所を有する者で、ごみの減量化に意欲的である者とする。
（補助金の交付）
第３条　町長は、補助金交付対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。ただし、同一会計年度内においては、１世帯当たり１件の補助に限るものとする。
（補助金額）
第４条　補助金の額は、30,000円を上限として、購入費の２分の１の金額を補助するものとする。ただし、算出された金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
（補助金交付申請）
第５条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金交付申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。
（補助金交付決定等）
第６条　町長は、前条の補助金交付申請があったときには、速やかにその内容の審査を行い、補助金交付決定通知書（様式第２号）又は補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。
（実績報告）
第７条　補助金の交付決定を受けた者は、補助金に係る事業完了後１か月以内又は当該年度の３月20日のいずれか早い日までに、実績報告書（様式第４号）に当該電動生ごみ処理機の購入に係る支払いを証する書面の写しを添付して町長に提出しなければならない。
（補助金額の確定）
第８条　町長は、前条の規定により提出された実績報告書を速やかに審査して補助金額を確定し、補助金交付確定通知書（様式第５号）により通知するものとする。
２　補助金交付決定後、補助金交付申請の内容に変更が生じた場合においては、実績に基づいて補助金額を確定するものとする。
（補助金の請求及び支払い）
第９条　町長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、補助金交付請求書（様式第６号）に基づき、補助金を交付するものとする。
（補助金の返還命令）
第10条　町長は、補助金を受けた者が次の各号に該当した場合には、補助金の返還を命ずることができる。
(１)　不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(２)　補助金交付要綱第２条に違反したとき。
附　則
この訓令は、平成14年４月１日から施行する。
附　則（平成16年３月22日訓令第１号）
この訓令は、平成16年４月１日から施行する。
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